
  

 一般競争入札 
入 札 条入 札 条入 札 条入 札 条 件件件件（工事請負用）（工事請負用）（工事請負用）（工事請負用） 

工工工工 事事事事 名名名名 加圧加圧加圧加圧給水給水給水給水ポンプポンプポンプポンプユニットユニットユニットユニット更新更新更新更新工事工事工事工事    
施 工 期施 工 期施 工 期施 工 期 間間間間 着工の日（予定）から着工の日（予定）から着工の日（予定）から着工の日（予定）から                        令和令和令和令和８８８８年年年年１２１２１２１２月月月月２５２５２５２５日日日日    までまでまでまで    
開 札 日開 札 日開 札 日開 札 日 時時時時 令和令和令和令和８８８８年年年年６６６６月月月月２５２５２５２５日日日日        午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時００００００００分分分分 今回の入札は下記の条件により行います。                                        １ 共 通 事共 通 事共 通 事共 通 事 項項項項 別記事項のほか、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)、奈良県契約規則(昭和 39 年 5 月奈良県規則第 14 号)その他の法令、規則などに基づいて行います。  ２ 条 件 事条 件 事条 件 事条 件 事 項項項項    入 札 方入 札 方入 札 方入 札 方 法法法法    郵便    予 定 価予 定 価予 定 価予 定 価 格格格格     入札公告のとおり       入 札 回入 札 回入 札 回入 札 回 数数数数    １ 回    入 札 保 証入 札 保 証入 札 保 証入 札 保 証 金金金金    免 除    最 低 制 限 価最 低 制 限 価最 低 制 限 価最 低 制 限 価 格格格格 (低入札調査基準価格)    入札公告のとおり 契 約 保 証契 約 保 証契 約 保 証契 約 保 証 金金金金    入札公告に記載・奈良県契約規則 第 19条による 前 払 金 の 請前 払 金 の 請前 払 金 の 請前 払 金 の 請 求求求求    可    各 年 度 に お け る各 年 度 に お け る各 年 度 に お け る各 年 度 に お け る    支 払 予 定 額 の 割 合支 払 予 定 額 の 割 合支 払 予 定 額 の 割 合支 払 予 定 額 の 割 合    令和8年度 100％ 議 会 の 議議 会 の 議議 会 の 議議 会 の 議 決決決決    不要 入 札 書 宛入 札 書 宛入 札 書 宛入 札 書 宛 名名名名    奈良県 南部東部振興監 ＊仕様書等に対する質問は令和８年６月１０日午後４時までに電子メールにて提出してください。 質問に対する回答は 令和８年６月１５日から閲覧に供します。  ３ 入 札 辞入 札 辞入 札 辞入 札 辞 退退退退  入札を辞退されるときは「入札辞退届」「入札辞退届」「入札辞退届」「入札辞退届」を提出してください。   
受 注 者受 注 者受 注 者受 注 者 名名名名   契約日契約日契約日契約日 令和８年７月３日（予定） 着手着手着手着手日日日日 令和８年７月３日（予定） 
請 負 代 金請 負 代 金請 負 代 金請 負 代 金 額額額額 (内 ,消費税相当額及び地方消費税相当額)                円  （                          円） 完成日完成日完成日完成日 令和令和令和令和８８８８年年年年１２１２１２１２月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（予定予定予定予定））））       ● 契約書類は落札決定後遅滞なく提出してください。  

奈奈奈奈良良良良県県県県総務部総務部総務部総務部知事知事知事知事公公公公室室室室    うだ・アニマうだ・アニマうだ・アニマうだ・アニマルパークルパークルパークルパーク振興振興振興振興室室室室 
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７．７．７．７．現場代理人及び現場代理人及び現場代理人及び現場代理人及び監理技術者等に監理技術者等に監理技術者等に監理技術者等についてついてついてついて  
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11112222．．．．建設業退職金共済制度について建設業退職金共済制度について建設業退職金共済制度について建設業退職金共済制度について   

 

 

11113333．．．．そそそそのののの他他他他            
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１１１１．．．．    入入入入札札札札者者者者心心心心得得得得   １ 入札室においては、静粛にしなければならない。  ２  入札者（その代理人を含む。以下同じ。）以外の者は、入札室に立ち入ってはならない。  ３ 入札者が入札しようとする場合は、係員に入札通知書を提示すること。  また代理人の場合は、その委任状を提出しなければならない。  ４ すでに投函した入札書の引き替え、変更または取り消しは認めない。  ５ 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第５４号）等に抵触する行為を行ってはならない。  ６  入札者は、入札に当たっては、他の入札者と入札意思、入札価格（入札保証金の金額を含む｡）又は入札書、工事費内訳書、技術提案書その他奈良県に提出する書類（以下「入札書等」という｡）の作成についていかなる相談も行ってはならない。また、入札価格の決定及び入札書等の作成は、独自に行わなければならない。  ７  入札者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して入札意思、入札価格（入札保証金の金額を含む。）、入札書等を意図的に開示してはならない。  ８ 入札者は、談合情報等があった場合には、発注者の事情聴取等に協力し、誓約書等の提出に応じなければならない。  ９ 入札者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。 また入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けるものではない。  10 次の各号に該当する入札は、無効又は失格とする。 （１）入札書に記名押印を欠く入札 （２）入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札   （３）同一入札者がなした２以上の入札   （４）入札金額の訂正した入札若しくは判読しがたいと認められる入札   （５）入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札   （６）入札に関し談合等の不正行為をした者の入札   （７）係員の指示に従わない等入札室の秩序を乱した者の入札   （８）その他入札条件に違反した入札  11 落札価格は、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額である。                
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２．提出書２．提出書２．提出書２．提出書類類類類  提提提提出出出出先先先先     書書書書         類類類類         名名名名  部部部部     数数数数  注注注注     記記記記  地地地地域域域域振振振振興興興興係係係係     ◎◎◎◎落札落札落札落札 決定決定決定決定 後後後後速やかに速やかに速やかに速やかに     １  電 子契 約同意 書兼 メ ールア ドレ ス確認 書     ２  工 期 又 は 請 負 代 金 の 額 に 影 響 を 及 ぼ す 事 象 に関する 情報 通知書      １部   １部   ※ 電 子 契 約 を 希 望 す る 場 合 の み 。   ※ 通 知 事 項 が あ る 場 合 の み 。  地地地地域域域域振振振振興興興興係係係係  ◎契約締結時◎契約締結時◎契約締結時◎契約締結時  １  建 設工 事請負 契約 書 （紙契 約の 場合の み）  （ 請 負 額 100 万 円 未 満 は ｢建 設 工 事 請 書 ｣で も 可 。 ）  ※ Ｊ Ｖ の 場 合 は ＜ 構 成 員 数 ＋ ２ 部 ＞ 提 出 の こ と 。  ※特定公契※特定公契※特定公契※特定公契 約（約（約（約（ 予定価格予定価格予定価格予定価格 ３３３３ 億円以上億円以上億円以上億円以上 のもの）のもの）のもの）のもの）の場合はの場合はの場合はの場合は特約条項を添付のこと特約条項を添付のこと特約条項を添付のこと特約条項を添付のこと         ※※※※電子電子電子電子 契契契契約約約約 にににによるよるよるよる 契約契約契約契約 のののの 場合は場合は場合は場合は 、、、、電子電子電子電子契約契約契約契約 システムシステムシステムシステムでででで対応対応対応対応      ２  請 負代 金内訳 書   ３  工 程表    ４  工 事（ 事業） 着工 届   ５  現 場代 理人等 通知 書 、現場 代理 人等変 更    通 知書  現 場 代 理 人 ･主 任 技 術 者 は 経 歴 書 添 付  監 理 技 術 者 ･専 門 技 術 者 は 資 格 者 証 写 し 添 付   ６  建 設業 退職金 共済 組 合掛金 収納 書   ７  契 約保 証証書   ８  免 税事 業者届   ９９９９     特特特特 定定定定公契約履行責任者選任公契約履行責任者選任公契約履行責任者選任公契約履行責任者選任 届届届届      ※特定公※特定公※特定公※特定公 契約の場契約の場契約の場契約の場 合合合合   10  建 設 工 事 に 係 る 資 材 の 再 資 源 化 等 に 関 す る 法律第 12 条第１項 に基 づ く書面 （表 紙）    ・別表 １～ 別表３ のい ず れかに 必要 事項を  記載し たも の      別 表１（ 建築 物 に係る 解体 工事）  別表２ （建 築物に 係る 新 築工事 等（ 新築  ・増築 ・修 繕模様 替） ）      別 表３（ 建築 物 以外の もの に係る 解体 工  事又は 新築 工事（ 土木 工 事等） ）  ・工程 表（ 契約締 結時 に 工程表 を提 出する  場合は 不要 ）  

 ３部  (２部 )        １部   １部  ２部   １部   １部      １部   １部   １部   １部１部１部１部    １部             

 契 約 金 額 は 税 込 み 額 を 記 入 。  う ち １ 部 は 押 印 し な い こ と 。    ･･･項 目 ５５５５ 参 照         知 事 契 約 は ２ 部  （ 監 督 員 の 確 認 を 受 け る こ と 。 ）                    ･･･項 目 ７７７７ 参 照    請 負 額 が 100 万 円 未 満 は 提 出 不 要 。          ･･･項 目 １３１３１３１３ 参 照             ･･･項 目 ３３３３ 参 照                  ･･･項 目 ５５５５ 参 照    対 象 工 事 以 外 は 提 出 不 要 。             監監監監督督督督員員員員         １  施 工計 画書   ２  施 工体 制台帳 及び 施 工体系 図   ３  再 生資 源利用 ［促 進 ］計画 書     ２部   １部    １部  
（ 監 督 員 と 協 議 の う え 作 成 ）   ･･･項 目 １ ２１ ２１ ２１ ２ 参 照    該 当 す る 工 事 の 場 合    
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提提提提  出出出出  先先先先  書書書書         類類類類         名名名名  部部部部      数数数数   注注注注     記記記記   地域地域地域地域振興振興振興振興係係係係    ◎◎◎◎工事開始前工事開始前工事開始前工事開始前  １  配置技術者確認書配置技術者確認書配置技術者確認書配置技術者確認書          ※早期※早期※早期※早期 契約制契約制契約制契約制 度・フレック ス工期契約制度度・フレック ス工期契約制度度・フレック ス工期契約制度度・フレック ス工期契約制度 の場合の場合の場合の場合   １部   工事開始工事開始工事開始工事開始 ((((指定指定指定指定 ))))日の日の日の日の １４日前まで１４日前まで１４日前まで１４日前まで  に提出に提出に提出に提出  
地域地域地域地域振興振興振興振興係係係係 ◎前払金請求時◎前払金請求時◎前払金請求時◎前払金請求時  １  前 払金 請求書   ２  保 証事 業会社 発行 の 保証証 書   ２部   ２部               ･･･項 目 ８８８８ 参 照                    
地域地域地域地域振興振興振興振興係係係係 ◎◎◎◎中間前金中間前金中間前金中間前金払認払認払認払認定請定請定請定請求時求時求時求時  １  中 間前 払金認 定請 求 書   ２  工 事履 行報告 書   ３  添 付資 料（平 面図 、 工程表 及び 写真）  

 ２部   ２部   ２部  
             ･･･項 目 ９９９９ 参 照                         地域地域地域地域振興振興振興振興係係係係 ◎中間前払金請求時◎中間前払金請求時◎中間前払金請求時◎中間前払金請求時  １  前 払金 請求書   ２  中 間前 払金認 定請 求 書   ３  保 証事 業会社 発行 の 保証証 書  

 ２部   ２部   ２部  
             ･･･項 目 ９９９９ 参 照                         地域地域地域地域振興振興振興振興係係係係 ◎◎◎◎部分部分部分部分払請払請払請払請求求求求時時時時  １  請 負工 事既済 部分 検 査請求 書   ２  工 事 (事業 )部分払 (年度精 算 )請求書   １部   １部               ･･･項 目 １０１０１０１０ 参 照                       地域地域地域地域振興振興振興振興係係係係    ◎◎◎◎設計設計設計設計変更時変更時変更時変更時     １  電 子契 約同意 書兼 メ ールア ドレ ス確認 書    ※ 電子 契約を 希望 す る場合 のみ 。   ２  工 事変 更請負 契約 書 （紙契 約の 場合の み）     (当 初 契 約 時 に ｢建 設 工 事 請 書 ｣提 出 の 場 合 は     ｢建 設 工 事 変 更 請 書 ｣)    ※ Ｊ Ｖ の 場 合 は ＜ 構 成 員 数 ＋ ２ 部 ＞ 提 出 の こ と   ※※※※電子電子電子電子 契約契約契約契約 にににによるよるよるよる 契約契約契約契約 のののの 場合は場合は場合は場合は 、、、、電子電子電子電子契約契約契約契約 システシステシステシステムムムムでででで対応対応対応対応      ３  工 程表      

 １部    ３部  (２部 )       １部  ２部  

    う ち １ 部 は 押 印 し な い こ と 。         知 事 契 約 時 は ２ 部  （ 監 督 員 の 確 認 を 受 け る こ と 。 ）  監監監監督督督督員員員員 ４  出 来形 測量図 、出 来 形数量 算出 書及び 出来  形図等 の関 係書類     
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地域地域地域地域振興振興振興振興係係係係    ◎◎◎◎工期延期時工期延期時工期延期時工期延期時  １ 電子契約同意書兼メールアドレス確認書 ※電子 契約 を希望 する 場 合のみ 。   ２  工 事変 更請負 契約 書 （紙契 約の 場合の み）     (当 初 契 約 時 に ｢建 設 工 事 請 書 ｣提 出 の 場 合 は     ｢建 設 工 事 変 更 請 書 ｣)    
 １部    ３部  (２部 )  

    う ち １ 部 は 押 印 し な い こ と 。    ※※※※電子電子電子電子 契約契約契約契約 にににによるよるよるよる 契約契約契約契約 のののの 場合は場合は場合は場合は 、、、、電子電子電子電子契約契約契約契約 シシシシステステステステムムムムでででで対応対応対応対応      ３  工 程表     １部  ２部     知 事 契 約 時 は ２ 部           （ 監 督 員 の 確 認 を 受 け る こ と 。 ）  監監監監督督督督員員員員 ４  工期延期 届  １部       提提提提  出出出出  先先先先   書書書書         類類類類         名名名名   部部部部  数数数数   注注注注     記記記記   地地地地域域域域振振振振興興興興係係係係   
◎完◎完◎完◎完     成成成成     時時時時  １  完 成通 知書   ２  返 信用 封筒（ １１ ０ 円切手 貼付 ）   ２部   １部     工 事 成 績 評 定 送 付 用       設 計 金 額 が ５ ０ ０ 万 円 以 上 で 平 成 ２ ４ 年 ６ 月 １ 日 以 降 に 入 札 公 告 及 び 指 名 通 知 し た 工 事に つ い て 、 竣 工 検 査 が 終 了 し た 後 、 工 事 成 績 評 定 点 を受注者 に 通 知 します 。 た だ し 、 発注者 が 必 要 な いと認めた 工 事 （鋼材 等 のリー ス 代 ・ 電気料 金 の み の 工 事 等 ） に つ い て は除きます。  通 知 事務を 円滑に 行うため、受注者 は 、 通 知先（受注者 の営業所） を明記 し １ １ ０ 円 切手を貼 付し た封筒 １通 を 、竣工 時に受注者 に提 出 してく ださ い。  なお、ＪＶによる 工 事 に つ い て は 、 代 表 者あて 通 知 します の で 、 代 表 者あて の １ １ ０ 円切手を 貼付 した封 筒１ 通 を提出 して くださ い。  

           監監監監督督督督員員員員    ３  工 事記録写真 、出来 形管理 表、出 来形 図、  工事関係 図（出 来形測 量図 ）及び工 事報 告  書等の関係 書類   ４  完 成写 真   ５  再 生資 源利用 （促 進 ）実施 書   ６  廃棄物管理表 （マニュフェスト）の写 し  ((((提提提提示示示示 ))))  ７  その他監督員が必 要として 指示した書 類  
１部     １部   １部       

    知 事 契 約 時 は ２ 部                地地地地域域域域振振振振興興興興係係係係  ◎検査◎検査◎検査◎検査完了時完了時完了時完了時  １  引渡書   ２  工 事 (事業） 請負 代 金請求 書    
 １部   ２部   
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監監監監督督督督員員員員   ◎手直し時◎手直し時◎手直し時◎手直し時  １   修補完 了報告 書、 修補完了 届   ２   手直し 写真    ２部   １部  ２部      知 事 契 約 時 は ２ 部  庶庶庶庶  務務務務  工工工工事事事事係係係係  ◎そ◎そ◎そ◎そ     のののの     他他他他   ◇  口座振替申出 書兼 相 手方登録依頼書  （お願い）  工 事 代 金 の支払 い口座に つ い て は 、 完 了 払 い 、前 払 い を問わず 、県内 金融機関 を優先し てご利 用くださ るようお願いい た します 。  
 １部      

 ・ 工 事 代 金 支 払 口 座 を 新 規 ま た は  変 更 登 録 す る と き  ・ 完 了 払 い と 前 払 い の 口 座 は 別 口  座 と し て く だ さ い 。   
    

３．３．３．３．契 約 の 保契 約 の 保契 約 の 保契 約 の 保 証証証証    落 札者 は、この契 約 締結と同時 に、請 負契 約 の債務不履 行に備え、 工 事の完 成を 確保す るための保証に付 さなければなりません。    保 証方式は 金銭的保証金銭的保証金銭的保証金銭的保証とします 。   ａ．保証を要ａ．保証を要ａ．保証を要ａ．保証を要する工事する工事する工事する工事 ・・・・・・・・・・・・奈良県契約規則第奈良県契約規則第奈良県契約規則第奈良県契約規則第 19191919 条によ条によ条によ条によります。ります。ります。ります。  ただしただしただしただし 、、、、予定価格予定価格予定価格予定価格 がががが 5,0005,0005,0005,000 万円以上のもの万円以上のもの万円以上のもの万円以上のものは、は、は、は、 全全全全てててて対対対対 象と象と象と象と なります。なります。なります。なります。  平成 20 年 6 月から共 同企業体 で受注の場 合も 必 要となります。         ｂ．ｂ．ｂ．ｂ．履行履行履行履行保証保証保証保証措措措措置置置置 ・・・・・・・・・・・・下記の いず れかの 方法 による保 証を 行って くだ さ い。  (1)銀   行   保   証(銀行等 ) (2)公 共 工 事 契 約 保 証(建設業 保証㈱の各社 ) (3)公 共 工 事 履 行 保 証(損害保険会社 ) (4)履 行 保 証 保険契 約 の 締 結(損害保険会社 )・ ・ ・保険証券を寄託のこと。  ※保※保※保※保証（証（証（証（保険）期間には、契約日保険）期間には、契約日保険）期間には、契約日保険）期間には、契約日 を含みます。を含みます。を含みます。を含みます。   契約変更があった時契約変更があった時契約変更があった時契約変更があった時  (1)銀 行 保 証 の 場 合・・・発注者 に保 証 内容変 更契 約書を 提出 のこと。  (2)公 共 工 事 契 約 保 証 の 場 合・・・保 証会 社に 変 更契約 書 (写 )を提出のこと。  (3)公 共 工 事 履 行 保 証 の 場 合・・・発注者 に異動承認書 を提 出のこと。  (4)履 行 保 証 保険契 約 締 結 の 場 合・・・発注者 に異動承認書 を提 出のこと。   ただし 、変 更契約 により当初請 負契 約額の ３０％を越える増 額変更となったときは、 履行保証の変 更手続きを 行うこと。   ｃ．保証金額または保険金額ｃ．保証金額または保険金額ｃ．保証金額または保険金額ｃ．保証金額または保険金額・・・請負代 金額 の １０％以上      
４．議会の議決を必４．議会の議決を必４．議会の議決を必４．議会の議決を必要とする契約要とする契約要とする契約要とする契約の締結の締結の締結の締結   議会の議決 を経なければ締結できな い契約 （予定 価格が ５億円以上 の工 事 ）に該当す る場合 は、議会の議決 があるまで は仮契約とし て、契 約約款の末尾に次の１条 を加えるとともに「特に 定めた契約条件」を付す ることとします。       （（（（本契本契本契本契約の確定）約の確定）約の確定）約の確定）  第 62 条     この契約は、県議会の議決があったときに、この契約書と同一の条この契約は、県議会の議決があったときに、この契約書と同一の条この契約は、県議会の議決があったときに、この契約書と同一の条この契約は、県議会の議決があったときに、この契約書と同一の条 項に項に項に項によよよよ りりりり、本契約を締結、本契約を締結、本契約を締結、本契約を締結したものとする。したものとする。したものとする。したものとする。      
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『   特 に 定 め た 契 約 条 件  』    県議会 の議決を解除条件として 以下の条文を追加する。  （仮契 約の 後本契 約締 結までの 間における取扱い ）  第６２ 条の ２  仮契約 が 第６２ 条の議決を受けるまでの 間に 、受注者が次の各号のい ずれか に該当 するときは、 発注者 は、仮契約を 解除し、本契約 を 締結し ない 。  （１） 地方自治法 施行令（昭和２２ 年５月 ３日政令第１ ６号）第１ ６７ 条 の４に該当 するとき。  （２）奈良県建設 工事 等 請負契 約に 係る入 札参加停止措置要領（平 成１ ２ 年４月 １日監第２号奈良県土木部監理課長通 知） の規定による 入札参加停止を受けたとき。  （３） 会社 更生法 （平 成 １４年 法律 第１５ ４号） 第１７ 条の規定による 更 生手続開始の申立（同 法附則第 ２ 条 の規定 によりなお従前 の例によることとさ れ る 更正事件に 係 る 同 法 による改正前 の 会社更生 法（昭和２ ７年 法 律第１ ７２号）第 ３０ 条 の規定 による更生 手続開始の申立を含む。 ）をしたとき又 は申立をな さ れたとき。 ただし 、同 法 に基づ く更 生手続開始の 決定を受けた者に ついては、 更生 手続開始の申立をし なかった者 又は申立をな され なかった者とみなします 。  （４） 平成 １２年 ３月 ３ １日以 前に民事再 生法 （ 平成１ １年 法律第 ２２ ５号）附則第 ２条による廃止前の和議法（大正１１ 年 法律第 ７２号）第 １２ 条 第１項 の規定による和議開始の申立をしたとき。 （５） 平成 １２年 ４月 １ 日以降 に民事再生 法第 ２ １条の規定 により再生 手続開始の申立をし たとき又は申立をな されたとき。 ただし 、同 法に基 づく 再 生手続開始の決定 を受けた者であっても、 再生計画の 認可の決定 を受けた者に つい ては、 再生 手続開始の申立をし なかった者又 は申立をな されなかった者とみな します 。  ２  受注者 が共同企業 体 であり、前 項に該当す る構成員を除いて共 同企業 体協定 書の 変更を申し 出 た場合におい て、発注者 は 、変更 後の 共同企業体 の構成員が、 代表者 を含め○者以 上である場 合は 、仮契約 を解除せず 、一 部 変更の仮契 約を締 結す ることが 出来 るものとす る 。  ３  第 １項 の規定 に基 づ いて仮契約 を解除した 場 合、発注者 は一切 の責任を負わない ものとする 。    
５．特定公契約に係る手続５．特定公契約に係る手続５．特定公契約に係る手続５．特定公契約に係る手続   特定公特定公特定公特定公 契契契契約（約（約（約（予予予予定価格３億円以定価格３億円以定価格３億円以定価格３億円以 上）に該当する場合上）に該当する場合上）に該当する場合上）に該当する場合 は、別添は、別添は、別添は、別添 「特定公「特定公「特定公「特定公契約特約契約特約契約特約契約特約条項」に基条項」に基条項」に基条項」に基づくづくづくづく手続手続手続手続が必要となが必要となが必要となが必要とな ります。ります。ります。ります。    
６６６６．．．．契約の契約の契約の契約の不締結不締結不締結不締結   １  契 約締 結まで の間 に 、落札 （候補）者 （共 同企業体 の場 合は構成員の 一部） が  次のい ずれ か に該当す るときは、 契約 を 締結しません。  （１） 地方自治法 施行令（昭和２２ 年５月 ３日政令第１ ６号）第１ ６７ 条 の４に該当 するとき。  （２）奈良県建設 工事 等 請負契 約に 係る入 札参加停止措置要領（平 成１ ２ 年４月 １日監第２号奈良県土木 部監理課長通知 ） の規定 による入札参加停止を受けたとき。  （３） 会社 更生法 （平 成 １４年 法律 第１５ ４号） 第１７ 条の規定による 更 生手続開始の申立（同 法附則第 ２ 条 の規定 によりなお従前 の例によることとさ れ る 更正事件に 係 る 同 法 による改正前の 会 社 更 生 法 （昭和２ ７ 年 法 律 第 １ ７ ２号） 第 ３ ０ 条 の規定 による 更 生 手続開始の申立を含む。） をし たとき又は申立をな され たとき。た だ し、同 法に 基づく 更生 手続開始の決 定を受けた者に つい ては、 更生 手続開始の申立をし なかった者又 は申立をな され な かった 者とみなします。  （４） 平成 １２年 ３月 ３ １日以 前に民事再 生法 （ 平成１ １年 法律第 ２２ ５号）附則第 ２条による廃止前の和議法（大正１ １ 年法律 第７ ２号） 第１ ２ 条第１ 項の規定による和議開始の申立をし たとき。  （５） 平成 １２年 ４月 １ 日以降 に民事再生 法第 ２ １条の規定 により再生 手続開始の申立をし たとき又は申立を なされ たとき。ただ し、 同法に 基づ く 再生手続開始の決 定を受けた者 であっても 、再生計 画の 認可の 決定 を受けた 者に ついて は、 再 生手続開始の申立をし な かった 者又 は申立をなされ なかった者とみ な します 。  ２  落 札者 が共同企業 体 の場合 は、 前項に規定 す る構成員を除いて 共同企業体協定書 の変更 を申し 出た場合 においては 、変 更 後の共 同企業体の構成員が、代 表者 を含め○者 以 上である場 合は、 一部 変更の（仮） 契約を 締結 す ることがあります 。  
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７．現場代理人及び７．現場代理人及び７．現場代理人及び７．現場代理人及び監理監理監理監理技術者等技術者等技術者等技術者等についてについてについてについて   受注者 は下記の者 を選任して氏名、その他必要 な 事項を 届け出てく ださ い 。  現場代 理人 、監理技術者 等（監理技術者（監理技術者補佐を配置す る場 合 は監理技術者補佐）又 は主任技術者 ）及び専門技術者は 、これを兼ねることができます。  監理技術者 等の配置等 の運用に つい ては「監理技術者制 度運用マニュア ル」のとおりです。   ・・・・現場代理人現場代理人現場代理人現場代理人・・・・・・・・・・・・現場 におい て受注者 の任務の 代行す る者 であり、工 事 現場に 常駐常駐常駐常駐し、その運営、取り締まり等を 行 います 。また、予定価 格 が 1,000 万円以 上の 工事（土木 一式工事に つい て は 500 万円以上 の工 事） につい ては 、受注者との直接的かつ恒常的な雇用 関係のある 者から選任し なければなりません。   資格＝ａ．受注者と直接的かつ恒常的な雇用関 係 にある 者※   ・主任・主任・主任・主任 技術技術技術技術 者者者者・・・・・・・・・・・・建設 業者は 請け負った建設 工 事を施 工す るために主任技術者 を置かねばなりません。 工事 の施工 に際し技術上 の管理及び 指導を行 います。 請負代 金額が 4,5004,5004,5004,500 万円以上（建築一式工事については万円以上（建築一式工事については万円以上（建築一式工事については万円以上（建築一式工事については 9999,000,000,000,000 万万万万円円円円以上以上以上以上）は）は）は）は専専専専 任任任任でなければなりません。   資格＝ａ．建設業 法第 7 条第 2 号 ｲ､ﾛ又は ﾊに該当 する者  ｂ．受注者と直接的か つ恒常的な雇用関係 にある 者※   ・・・・監監監監理技術理技術理技術理技術 者者者者・・・・・・・・・・・・特定 建設業 者が 発注者 から直接工事 を請け負い 、そのうち 5,0005,0005,0005,000 万円以上（建築 一式工事に つい て は 8888,00,00,00,000000 万円以上） を下請け施 工させる場 合は監理技術者を置かなければなりません。請負 代金 額 が 4,5004,5004,5004,500 万円以上（建築万円以上（建築万円以上（建築万円以上（建築一式工事については一式工事については一式工事については一式工事については 9,0009,0009,0009,000 万円以上）は専任万円以上）は専任万円以上）は専任万円以上）は専任で なければなりません。 た だし、専任の監理技術者補佐を置く場 合は２件まで 兼任できます。   資格＝ａ．建設業 法第 15 条第 2 号 ｲ､ﾛ又は ﾊに該当する 者  ｂ．建 設業 法第 27 条の 18 第 1 項の規定 による監理技術者 資格者 証  及び監理技術者講習修 了 証の交付を受けて いる 者  ｃ．受注者と直接的か つ恒常的な雇用関係 にある 者※   ・・・・監理技術者補佐監理技術者補佐監理技術者補佐監理技術者補佐・・・・・・・・・・・・監理技術者が２件の工 事現 場を兼任す る 場合は 、これを補佐す る 者を置かなければなりません。また、監理技術者補佐は専任でなければなりません。                                                      資格＝ａ．建設業 法第 7 条第 2 号 ｲ、 ﾛ又は ﾊに該当する 者 (主任技術者 の 資格を有する 者 )のうち、当該資格と同 一の業種に 係 る一級の技術検定の 第一次検定 に合 格 した者 又は 法第 15 条第 2 号 ｲ、 ﾛ又は ﾊに該当 する 者                  ｂ．受注者と直接的かつ恒常的な雇用 関係にある 者※   ・専門技術・専門技術・専門技術・専門技術 者者者者・・・・・・・・・・・・１式工事の 内容である他の 建 設工事 を自ら施工 しようとするとき等は、 当該工事 に関 し主任技術者 の資格 を有する 者を工 事 現場に置か なければなりません。   資格＝ａ．建設業 法第 7 条第 2 号 ｲ､ﾛ又は ﾊに該当 する者  ｂ．受注者と直接的か つ恒常的な雇用関係 にある 者※   ※  受注者と直接的か つ恒常的な雇用関係 にある 者  直接的：監理技術者資 格 証、市区町村が作成す る住民税特別徴収税 額通 知 書、健康保険・厚生 年金被保険者標準 報酬決 定通 知書（ いず れ も写し可） 、所属会社 の雇用証明書 又はこれらに準 ず る資料 によって確 認します。  恒常的：上 記直接的雇用 を確認 する 資料の交付 年 月日等 によって、個別 の 入札案件の 争  入札参加資 格確認申請 書 等の提 出日 以前に ３ヶ月 以上の雇用 関係にあることを確認します 。      
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８．８．８．８．前 払前 払前 払前 払 金金金金     受注者 は、 保証事 業会 社と保証 契約 を締結 することにより、 請負代 金額 の 前払金 を請 求することができます。    ただし、早期契約、又は、フレックスただし、早期契約、又は、フレックスただし、早期契約、又は、フレックスただし、早期契約、又は、フレックス 工期契約工期契約工期契約工期契約制度によ制度によ制度によ制度によ る場合る場合る場合る場合 、、、、工事開始（指定）日の１４日前ま工事開始（指定）日の１４日前ま工事開始（指定）日の１４日前ま工事開始（指定）日の１４日前までは請求ででは請求ででは請求ででは請求で ききききませんませんませんません。。。。      ａ．対 象 請 負 代 金 額・・・100 万 円以上      ｂ．請 求 限 度 額・・・ 請負 代 金額の ４／ 10 以内です 。  ただし 、複数年度 に渡る 契約は 、各会計年 度の 出 来高予定額 の  ４ /10 以内で す。                    ｃ．請 求 期 限・・・ 契約 締 結後（ ※） １ヶ月以内１ヶ月以内１ヶ月以内１ヶ月以内に 請求し てく ださい 。                                   ※※※※ 早早早早 期期期期 契 約 制 度 に よ契 約 制 度 に よ契 約 制 度 に よ契 約 制 度 に よ る 場る 場る 場る 場 合合合合：工事：工事：工事：工事 開始指開始指開始指開始指 定日の１４日前から定日の１４日前から定日の１４日前から定日の１４日前から                                                                                  ﾌﾚｯｸﾌﾚｯｸﾌﾚｯｸﾌﾚｯｸｽ工期契ｽ工期契ｽ工期契ｽ工期契 約制度による場合：工事開約制度による場合：工事開約制度による場合：工事開約制度による場合：工事開 始日の始日の始日の始日の １４１４１４１４ 日日日日 前から前から前から前から  ただし 、残り工期 が１ヶ月未満の場 合は請 求できません。  また、 ３月 に発注する 工 事につ いて は請求 できな い場合 があります 。  ｄ．支  払  い・・・請求書 類の 提 出日から 14 日以 内に支払います。      ｅ．使 途 の 制 限・・・当該工 事の用 に供するも ので 、下記の範囲に限定 され て います 。                 ※西日本建設業 保証 （株）奈良支店の所在地                 〒 630-8227  奈良市林小路町 8-1  ﾆｯｾｲ奈 良 若 草 ﾋﾞﾙ 4Ｆ                                  TEL0742-22-8093  FAX0742-27-1787       ※前払 金専用口座に ついて  平成１ ７年 ４月 からの「ペイオフ」解禁拡大に 関連して 、預金の全額が 保険の対象となる『決済用預金（無利息型普通預金）』の 利用に つい て も検討して くださ い。    
９．９．９．９．中 間 前 払中 間 前 払中 間 前 払中 間 前 払 金金金金      既に 、前 払金の支払 を受けた受注者は、 保証 事 業会社と保 証契約 を締 結 することにより、 請負 代 金額の中 間前 払金を 請求 す ることができます 。   ａ．対象 請 負 代 金 額・・・100 万円以 上   ｂ．請 求 限 度 額・・・請負代 金額 の ２／ 10 以内で す。 ただ し、中 間前 払金を支出 し た後の 前払金の 合計 額が請 負代 金 の６／ 10 以内でなければなりません。また、複数年 度に渡る契 約は、各会計 年度 の出来高予定 額の２／ 10 以内 です。  ｃ． 中間前金払と部分払いの併用・・・中 間 前 払 金 は 、 部 分 払 いと併用 す ることが できます 。 た だ し 、 中 間 前払 金 の 請 求 を し たときは 、 部 分 払 の 請 求 は 同 一 年 度 中 ２回を超えることはできません。 また 、同一 年度におい て、部 分払の支払 を受けた後には中 間前 金払の 請求 は できません。   

材材材材料費料費料費料費、労務費、労務費、労務費、労務費、機械器具の賃貸料、機械購入費、機械器具の賃貸料、機械購入費、機械器具の賃貸料、機械購入費、機械器具の賃貸料、機械購入費（当該工 事において償却される割合 に相当する 額に限る）、動力費、動力費、動力費、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費に相当する額として必要な経費に相当する額として必要な経費に相当する額として必要な経費。なお、平 成 28 年４月 １日 以降に 、新 た に請負 契約 を締結する工 事に 係る前 払金 に ついて は、 前払金 の 100 分の 25 を超える額 を除き、 当該工事の 現現現現場管理費及び一般管場管理費及び一般管場管理費及び一般管場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要す理費等のうち当該工事の施工に要す理費等のうち当該工事の施工に要す理費等のうち当該工事の施工に要す る費る費る費る費 用用用用も可とす る 。  
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ｄ． 中間前払金の請求の要件・・・次の （ １ ） ～ （ ３ ） の全て の 要件を満た す 場 合 に 中 間 前 払 金 の 請 求 ができます 。また 、 工 期 及 び 請 負 代 金 額 に 変 更 がある 場 合 は 、 中 間 前 払金の認 定請 求の時 点で の 工期及 び請 負代金 額によります 。  （ １ ） 工 期 の ２ 分 の １ （債務負担行為に 係 る 契 約 にあって は 、 当該年度の工 事実施期間 の２ 分 の１。以下同じ。）を経過して いること。 （ ２ ） 工 程 表 により工 期 の ２ 分 の １ を経過す るまで に実施 すべきも のとされ てい る当該工事 に 係る作業が 行われ てい ること。  （ ３ ） 既 に 行われ た 当該工 事 に 係 る作業 に 要 す る経費 が 請 負 代 金 額 の２ 分 の １ （債務負担行為に 係 る 契 約 にあって は 、 当該年 度 の 出 来高予定 額の ２分の １） 以 上の額 に相 当する もの であること。      ｅ．中間前金払認定請求・・・中 間 前 払 金 の支払 を受けようとす る 場 合 は 、あらかじめ、 中 間 前 金 払  い の 請 求 の 要件（ 上 記ｄ（ １ ） ～ （ ３ ） ） を満た し て い る かどうか の確 認 を受けなければなりません。 認 定 は 、原則とし て 、 請 求 のあった日から７日 以内（ 土曜日 、日曜日 、祝日 等を除きます。）に行います 。                   ｆ．支  払  い・・・適正な 請求 書 類の提 出日 から 14 日以 内に支払います。      ｇ．使 途 の 制 限・・・ 当該工 事の用 に供するも ので 、下記の範囲に限定 され て います 。      
    

10101010．．．．部部部部 分分分分 払払払払      受注者は 、出来高部 分と一定 の工 事材料 につ い て、部 分払 の請求 を行うことが できます。      ａ．限  度  額 ・ ・・出 来形 額の ９９９９ ／／／／ 10101010 以内      ｂ．回    数 ・・・単年 度 契 約 の 場 合 は 工 期 中 に ３回以 内 で す 。 た だ し 、 中 間 前 金 払 の 請 求 をしたときは 、部分 払の 請 求は同 一年 度中２回を超えることは できません。                               債務負担行為に係 る 契約の 場合 は契約 時に 指示します。      ｃ．出来高対象 ・ ・・下記の 部分が 出来高の対象となります 。  ○現場 出来 形部分  ○工事 現場 に搬入 済み の 工事材 料  ○製造工場 等にある工 場製品   ｄ．出 来高検 査・・・「請負工 事既 済部分 検査 請 求書」の提出 日から 14 日以内 に確 認の為の検 査を行います 。           ｅ . 支 払 い・・・請 求書 の提出 のあった日 から 14 日以内に支払います 。                               ただし 、請 求書 は 出来形 検査 完了後 に提 出 してく ださ い。     
11111111．．．．下下下下 請 負 を 使 用 す る 場請 負 を 使 用 す る 場請 負 を 使 用 す る 場請 負 を 使 用 す る 場 合合合合     建 設業 法、公 共工 事 の入札 及び 契約の適正化 の促進 に関 する法 律及 び奈良県契約規則で 、一括下請は禁止され ているととも に部分下請 につい ても 制限を加えられています 。   これ に違反した 者は 、営業停止等 の行政処分 の対象となります。   工事 を施 工する ために下請契 約を 締結し たときは、下記のことを 行わな くては なりません。   変更 ・追加をしようとする場 合も 同じで す。  

材料費 、労務費 、機械器具の賃貸料 、機械購入費（当該工事 において償却される割合 に相当する 額に限る）、動力費、支払運賃、修 繕費、仮設費 、労働者災害補償保険料 及び 保証料に相 当す る額として 必 要な経費  
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  ○施 工体 制台帳 を工 事 現場に備え置かなければならな い。   ○施 工体 制台帳 の写 し を発注者に 提出し なければならない 。   ○各下請 負人の 施工 の 分担関 係を 表示し た施 工 体系図 を作成し、 工事 関 係者が見やすい場所及 び 公衆が見やす い場所に掲げなければならない 。          ＜お願い＞            下請業 者の選定 は県内 建設 業者をお願い します 。      
11112222．建設業退職金共．建設業退職金共．建設業退職金共．建設業退職金共済制度に関す済制度に関す済制度に関す済制度に関することることることること   この制 度は 、建設労働者 の福祉の増 進を図 るとともに、 建設労働者 の雇用労働条件の改善を 通じて建設業 の健全な発展を 図 るため、法 律にもとづ い て設けられ た国の 制度 で す。  税法上 、掛 金の全額が 、 法人で は損金、個人企業 では必 要経費とし て扱われるの で、 事業主にとっても有利な 制度で す。   ａａａａ．．．．加入手続き加入手続き加入手続き加入手続き・・・・・・・・・・・・事業所所在地 の独立行政法 人  勤労者退 職金 共済機構建設 業退 職金共 済事 業本部の支部 に「建設業 退 職金共 済契 約申込書」等 を提出 することにより行 います。  ◇勤労者退 職金共 済機構  建退共奈良県支部の所在地  〒 630-8241  奈良市高天町 5-1  奈良県建 設会館内  tel 0742-22-3345   fax 0742-22-3346           b.b.b.b.    証紙購入額証紙購入額証紙購入額証紙購入額  ･･･ 証紙購入額 は工事 に従事 する加入対象従業 者の 延べ就労日数 に対応する 額となって います。   ○加入対象従業者 数と当該加入対象従業者 の就労日数を的確 に把握することができる 場合 ･･･延べ就労予定数 の証紙 を購入 してく ださ い。  ○加入対象従業者 数と当該加入対象従業者 の就労日数を的確 に把握することが困難な 場 合 ･･･次頁の 表 を参考に 、 工種は主た る 工 事 内容とし て 算出して くだ さい。 なお、この表 は労働者の加入率を 70%とし て算出 しています 。  工事種別  総工事 費  土           木  舗  装  橋梁等  隧  道  堰  堤  浚渫 ･埋立  その他の  土木  1,000～ 9,999 千 円  3.5/1000 3.5/1000 4.5/1000 4.1/1000 3.7/1000 4.1/1000 10,000～ 49,999 千 円  3.3/1000 3.2/1000 3.6/1000 3.8/1000 2.8/1000 3.6/1000 50,000～ 99,999 千 円  2.9/1000 2.8/1000 2.8/1000 3.1/1000 2.7/1000 3.1/1000 100,000～ 499,999 千 円  2.3/1000 2.1/1000 2.1/1000 2.5/1000 1.9/1000 2.3/1000 500,000 千 円 以 上  1.7/1000 1.6/1000 1.9/1000 1.8/1000 1.7/1000 1.8/1000 （ 注 ） 総 工 事 費 と は 、 請 負 契 約 額 （ 消 費 税 額 及 び 地 方 消 費 税 額 を 含 む 。 ） と 無 償 支 給 材 料 評 価 額 の  合 計 額 を い い ま す 。  建 築 、 設 備 等 の 工 事 種 別 に つ い て は 、 上 記 ａ の 勤 労 者 退 職 金 共 済 機 構  建 退 共 奈 良 県 支 部 に  お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。  
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 ｃｃｃｃ．．．．収納書提収納書提収納書提収納書提出出出出・・・受注者は 契約 締結後 、１ヶ月以内 に取扱金融機関 で 共済証 紙を購入し 、  掛金収 納書 のうち１枚（ 契約者 が発注者へ）を 提 出して くだ さい。  ただし 、請 負代金 額 100 万円未満は 提出不 要で す 。   ｄｄｄｄ．．．．標識の掲示標識の掲示標識の掲示標識の掲示・・・工 事現場 の労働者の見やす い場所に「建設業 退職 金 共済制 度適用事業主  工事現 場」シール を掲示してく ださ い。   
    

11113333．そ．そ．そ．そ    のののの    他他他他      ○奈良県県土マネジメント部編「土木 請負工 事必携」の規定を熟読のうえ、工 事施 工にあたること。 なお、 契約 書の様式は 、奈良県ホームページに掲載して います。  ◇ https://www.pref.nara.jp/52278.htm「土木 請 負工事 必携」  ◇ https://www.pref.nara.jp/27102.htm「契約 書」  ◇「土 木請 負工事 必携」の販売            〒 630-8241  奈良市高天町 5-1  奈良県建設 会館内                        （一社）奈良県建設 業協会  tel 0742-22-3338  ○総合 評価 落札方式による工事案件におい て、下記ア又 はイに該当 する 場 合は、 竣工 時の工 事成 績評定における評定 点計 を １０点減点 します 。  ア  受注者 の責により入 札時に 評価 された技術提案の内容が 履行さ れな い 場合  イ   配置予定技術者 の実績において加点さ れ 落札 した 後 、工 事 期間 中 にやむを得ず配置技術者を途中交代 する際に、 同 等以上 の評 価がな され る 者を配置さ れない 場合   ＜お願い＞   ○県内産品の使用に つ いて  工事用 に使用す る建設 資 材、物品等 は、県内で 生産され るも のを優先し てご購入 くだ さるようお願い します。   ○県内 金融機関の 利用 に ついて  工事代 金の支払 いに係 る振替先口座につ いては 、県内金融機関を優先し てご利用 くだ さるようお願い します。   ＜お知らせ＞  ①  本県において は、平 成１４ 年４ 月より、契 約 書に「談合等 による解除」及び「損害賠償の予定」条項を 設け、不正に対し て今まで以 上に厳正に臨むこととし ております 。  ②  談合等と疑わしい 事態が発 生し た場合 には 、全入札参加者から事情聴取することがあります のであらかじめご了 知く だ さい。  ③  契 約締 結後、受注者 （受注者が 共同企業体 であるときは 、その構成員のいず れか の者。 以下同じ。） が次のいず れか に該当す ると認められるときは、 契約 を解除することがあります。      また、契 約を 解除した 場合 は、違約金支払義務が生じます 。  (１ ) 役員等（受注者 が個人である 場合 にはその 者その他経営に実質的に 関与し てい る者 を、受注者が 法人 である 場合 に はその役員、その支店又 は常時 建設 工事の 請負 契 約を締 結す る事務所の代 表者その他経営に実質的に関与して いる 者 を言う。以下同じ。） が 、暴力団（暴力団員による不 当な行為の防止等に 関す る法律（ 平成 ３年法 律第 ７７号。以下「暴対法」という。）第２条 第２号に規定す る暴力団をいう。以下同じ。）又 は暴力団員（暴対法第２ 条第 ６号に規定す る暴力団員をいう。以下同じ。）であると認められるとき。  (２ ) 役員等が 、自己、自社若しく は第三者の 不正の利益を 図る目的又 は 第三者 に損害を加える目的を もって、暴力団又 は暴力団員を利用 する などして いると認められ るとき。  (３ ) 役員等が 、暴力団又は暴力団員に対して 資 金等を供給し、 又は便宜を供与する など直接的あるい は積極的に暴力団の維持、運営に協力し 、若しく は関与して いると認められるとき。  (４ ) 役員等が 、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不 当 に利用 する などしていると認められるとき。  (５ ) 役員等が 、暴力団又は暴力団員と社会的に非難さ れるべき関係を有してい ると認められるとき。  
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(６ ) 下請 契約又 は資 材 、原材 料の購入契 約その他の契 約（以下「下請契 約等」という。 以下同じ。） に当 たり、その 相 手方が 前各号のい ずれ か に該当 することを 知りな がら、 当該者と契約を締 結し たと認められ るとき。  (７ ) 受注者が 、第１号から第 ５号まで のいず れ かに該当す る者 を下請 契 約等の 相手 方としていた場合（ 前号に該当 する 場合を除く。）に、発注者が受注者 に対し て当該契約の 解除を求め、受注者 がこれに従わな かったとき。  (８ ) この 契約 の履行 に 当たり、暴力団又は暴力団員から不 当に介入を受けたに もか かわらず、遅滞な くその旨を 発注者 に報告せず 、又は警察に 届け出 なかったとき。  ④  上 記③ (８ )の届出 を怠った 場合 は、「奈良県建設工 事等 請負契 約に 係 る入札参加停止措置要領」に基づ く入 札参加停止措置を行う場 合があります 。  ⑤  平 成 １９年 ４ 月 １ 日 付 の機構改革等 により、 契 約 締 結権限の 一 部 が 知 事 から部局長又 は各課（室）長に委任さ れて います。 つい ては、 一部 の 契約に つい て、部局長又 は各課（室）長が県の契約名義人 になる 場合 がありますの であらかじめご了知 くだ さい。  ⑥  平 成２ ７年４ 月１ 日 に奈良県公 契約条例（ 平 成２６ 年７ 月奈良県条例第１１号。 以下「条例」という。） が施行 されました。本工 事を受注しようとす る者 は、条例で規定され る以下の遵守事項等を 理解 した上 で受注してく ださ い。  (１ ) 奈良県公 契約条例の趣旨にのっとり、公 契 約の当 事者とし ての社 会的責任を自覚し 、本工事を適正に 履行す ること。  (２ ) 本工 事の履 行に 当 たり、次に掲げる 事項その他の 法令を遵守すること。  ア  最低賃金法第 ４条 第 １項に規定 する最低賃金 の適用 を受ける労働者 に対し、 同法 第３条に規定 する最低賃金額 （ 同法第 ７条 の規定 の適用 を受ける労働者に つい て は、同 条の規定により減額 して適用さ れ る額を いう。）以上 の賃金（労働基準 法第 11 条に規定 する賃金をいう。 ）の支払を 行うこと。  イ  健康保険法 第 48 条 の規定 による被保険者（ 同法第 ３条 第４項 に規定 する任意継続被保険者を除く。 ）の資 格の取得に係 る届 出を行うこと。  ウ  厚生年 金保険法第 27 条の規定 による被保険者（同 条に規定す る 70 歳以上 の使用され る者を含む。 ）の資 格の取得に係 る届 出を行うこと。  エ  雇用保険法第 ４条 第 １項に規定 する被保険者 につい て、 同法第 ７条 の規定による 届出を行うこと。       オ  労働保険の 保険料 の徴収 等 に 関 す る 法 律 第 ４ 条 の ２ 第 １ 項 の規定 による 届 出 を 行うこと。  (３ ) 本工 事の 一部を 、他の者 に請け負わせようとするときは、 当該他の 者に対し、この遵守事項を周知し 、遵守するよう指導すること。  
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別添  
特定公契約特約条項   （総則） 第１条 この特約条項は、この特約条項が添付される契約（以下「本契約」という。）と一体をなす。 ２ 発注者及び本契約の受注者は、本契約が奈良県公契約条例（平成 26 年７月奈良県条例第 11 号。以下「条例」という。）第２条第２号に規定する特定公契約であることに鑑み、条例、奈良県公契約条例施行規則（平成 26 年 10 月奈良県規則第 33 号。以下「施行規則」という。）及び奈良県契約規則（昭和 39年５月奈良県規則第 14 号）の規定を遵守し、この特約条項に従い、公契約の当事者としての社会的責任を自覚し、本契約を誠実に履行しなければならない。 ３ この特約条項における用語の定義は、条例の定めるところによる。   （関係法令の遵守） 第２条 受注者は、条例第６条第２号の規定に基づき、本契約の履行について、次に掲げる事項その他の法令を遵守しなければならない。  (１)最低賃金法（昭和 34 年法律第 137 号）第４条第１項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第３条に規定する最低賃金額（同法第７条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。）以上の賃金（労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 11条に規定する賃金をいう。以下同じ。）の支払を行うこと。  (２)健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 48 条の規定による被保険者（同法第３条第４項に規定する任意継続被保険者を除く。）の資格の取得に係る届出を行うこと。  (３)厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）第 27 条の規定による被保険者（同条に規定する 70歳以上の使用される者を含む。）の資格の取得に係る届出を行うこと。  (４)雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第４条第１項に規定する被保険者について、同法第７条の規定による届出を行うこと。  (５)労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和 44 年法律第 84 号）第４条の２第１項の規定による届出を行うこと。   （特定公契約履行責任者の選任） 第３条 受注者は、条例第９条及び施行規則第７条の規定に基づき、契約締結後速やかに、特定公契約履行責任者１人を選任し、特定公契約履行責任者選任届により発注者に報告しなければならない。 ２ 受注者は、特定公契約履行責任者を変更したときは、速やかに、特定公契約履行責任者選任届により発注者に報告しなければならない。 ３ 受注者は、この特約条項に関する事務を特定公契約履行責任者に行わせるものとする。   （特定労働者への明示） 第４条 受注者は、条例第 10 条及び施行規則第８条の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を、特定労働者に明示しなければならない。  (１)本契約が条例に規定する特定公契約であること。  (２)受注者及び下請負者等は、本契約の履行について、第２条各号に掲げる事項の遵守を約していること。  (３)特定労働者は、受注者又は下請負者等が、本契約の履行について、第２条各号に掲げる事項を遵守していないと考えるときは、発注者又は受注者若しくは当該下請負者 等に申出をすることができること。 ２ 前項の規定による明示は、前項各号の事項を特定労働者が従事する作業場の見やすい場所に掲示する方法により行うものとする。ただし、当該事項を記載した書面を特定労働者に配布し、その受領を確認した書類を作業場に備え付けておく等の方法により行うこともできる。 ３ 発注者は、第１項の規定による明示の状況を確認するものとする。 ４ 発注者及び受注者は、第１項第３号による申出を受けたときは、誠実に対応しなければならない。 ５ 発注者及び受注者は、本契約に係る業務に従事する労働者のうち、特定労働者以外のものから、受注者が本契約の履行について第２条各号に掲げる事項を遵守していないと考える旨の申出を受けたときも、前項と同様に誠実に対応しなければならない。 ６ 受注者は、労働者が第１項第３号又は前項の申出をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。 
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  （下請負者等への明示及び指導） 第５条 受注者は、本契約に係る業務の一部を他の者に請け負わせ、若しくは委託し、又は当該業務に他の者が雇用する労働者を従事させようとする場合は、条例第 11 条の規定に基づき、本契約が条例に規定する特定公契約であることを明らかにした上で、次の各号に掲げる事項の遵守を約した者を下請負者等としなければならない。  (１)下請負者等は、本契約の履行について、第２条各号に掲げる事項を遵守しなければならないこと。  (２)下請負者等は、条例第 12 条の規定に基づき、本契約に係る賃金支払状況等について、事業者別賃金支払状況等報告書を作成し、受注者の指定する時期に、受注者に提出しなければならないこと。  (３)下請負者等は、条例第 13 条から第 15 条の規定に基づき、受注者が下請負者等に対し、条例及びこの特約条項に定める義務について、必要な対応を求めたときは、応じなければならないこと。  (４)下請負者等は、特定労働者から、下請負者等が本契約の履行について第２条各号に掲げる事項を遵守していないと考える旨の申出を受けたときは、誠実に対応しなければならないこと。  (５)下請負者等が、本契約に係る業務の一部を他の者に請け負わせ、若しくは委託し、又は当該業務に他の者が雇用する労働者を従事させようとする場合は、本契約が条例に規定する特定公契約であることを明らかにした上で、前各号に掲げる事項の遵守を約した者を下請負者等としなければならないこと。 ２ 受注者は、下請負者等に前項の明示を行ったこと及び下請負者等が前項各号の事項を約した者であることを明らかにするため、下請負者等から、特定公契約誓約書又はその写しを徴しなければならない。 ３ 受注者は、条例第 11 条第２項の規定に基づき、下請負者等が本契約の履行について第２条各号に掲げる事項を遵守していないと認めるときは、その遵守がなされるよう、指導その他必要な措置をとらなければならない。   （賃金支払状況等の報告） 第６条 受注者は、条例第 12 条及び施行規則第９条の規定に基づき、発注者が指示する時期に事業者別賃金支払状況等報告書及び賃金支払状況等報告送付書を作成し、発注者に提出しなければならない。 ２ 受注者は、下請負者等の賃金支払状況等について、当該下請負者等から事業者別賃金支払状況等報告書を提出させ、これを取りまとめて発注者に提出しなければならない。 ３ 前項の場合において、受注者が下請負者等に対し事業者別賃金支払状況等報告書の提出を指示したにもかかわらず、下請負者等が受注者に提出しなかったときは、賃金支払状況等報告送付書により、その提出を指示した日時及び方法その他必要な事項を発注者に報告しなければならない。   （説明等の要求） 第７条 受注者は、条例第 13 条及び施行規則第 10 条の規定に基づき、発注者が説明等を求めたときは、発注者が指定する期限までに、説明等に係る報告書により説明等を行わなければならない。 ２ 前項の規定により説明等を求められた内容が下請負者等に係るものである場合は、受注者は、当該下請負者等に対し説明等を求め、説明等に係る報告書により発注者に説明等を行わなければならない。 ３ 前項の場合において、受注者が下請負者等に対し説明等を求めたにもかかわらず、下請負者等が受注者に説明等を行わなかったときは、受注者は、その説明等を指示した日時及び方法その他必要な事項を、説明等に係る報告書により発注者に報告しなければならない。  （立入調査） 第８条 発注者は、条例第 14 条第１項の規定に基づき、受注者及び下請負者等の事業所又は作業場に立入調査をしようとする場合は、施行規則第 11 条の規定に基づき、受注者及び当該下請負者に通知しなければならない。 ２ 受注者は、発注者の職員が前項の立入調査をするときは、その職員の求める物件を提示し又はその質問に答える等必要な協力をしなければならない。 ３ 受注者は、発注者が下請負者等の事業所又は作業場に立入調査をするときは、立入調査に同行するとともに、当該下請負者等に対して必要な指示をし、立入調査に協力させなければならない。 ４ 発注者は、条例第 14 条第１項に規定する場合には、同条の規定により行う立入調査のほか、県外に所在する受注者及び下請負者等の事業所又は作業場に立入調査をすることができる。この場合の立入調査の手続は、条例第 14 条、施行規則第 11 条及び前３項の例による。   （措置報告） 第９条 発注者は、条例第 15 条第１項及び施行規則第 12 条第１項の規定に基づき、本契約の履行につい
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て、第２条各号に掲げる事項を遵守していないと認めたときは、受注者にその内容を通知するものとする。 ２ 受注者は、発注者から前項による通知を受けたときは、条例第 15 条第２項の規定に基づき、速やかに必要な措置を講じ、発注者が指定する期限までに、講じた措置及びその結果を措置報告書により発注者に報告しなければならない。 ３ 受注者は、第１項の規定により通知を受けた内容が下請負者等に係るものであるときは、条例第 15 条第３項の規定に基づき、当該下請負者等に対し必要な措置を講じるよう求め、講じた措置及びその結果を報告させ、その報告された結果を措置報告書により発注者に報告しなければならない。 ４ 前項の場合において、受注者が下請負者等に対し報告を求めたにもかかわらず、下請負者等が受注者に報告を行わなかったときは、受注者はその報告を求めた日時及び方法その他必要な事項を、措置報告書により発注者に報告しなければならない。 ５ 受注者は、第２項による必要な措置を講じる場合は、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。   （文書の保存） 第 10 条 受注者は、条例及びこの特約条項に基づき作成し又は取得した文書を、本契約の履行完了後２年間保存しなければならない。   （個人情報の取扱い） 第 11 条 受注者は、条例及びこの特約条項に基づき取得した個人情報を適切に管理しなければならない。   （提出書類の様式） 第 12 条 この特約条項に基づく提出書類の様式は、発注者が別に指示するところによる。   （その他） 第 13 条 条例、施行規則、奈良県契約規則、本契約及びこの特約条項に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。    


